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は じ め に 

 

 

 

市民と行政との協働を一層進展させることを目的として、武蔵村山市では、平成１７年

度に『武蔵村山市市民活動団体との協働に関する指針』を策定し、平成１８年度には協働

事業を進めるための手引として『武蔵村山市市民協働推進マニュアル－パートナーシップ

のまちづくりをめざして－』を策定しました。 

平成２０年度には、指針に掲げる市民協働の基本的な考え方を具体的に実現するための

第一歩として、「武蔵村山市市民協働まちづくり研究会」を設置し、その成果を『武蔵村山

市市民協働まちづくり研究会報告書』にまとめ、研究会で抽出した諸課題を具体的に検討

するために平成２１年度に「武蔵村山市市民協働推進会議」が設置されました。 

協働事業提案制度は、平成２２年３月に武蔵村山市市民協働推進会議から報告を受け、

武蔵村山市で事業の実施に向けた検討を行い、平成２３年度に創設された制度です。この

制度により、平成２３年度に３団体、平成２４年度に５団体が協働事業として採択され、

翌年度に事業が実施されています。本制度による事業の成果を今後の協働事業に生かし、

より質を高めていくとともに、本制度の信頼性・透明性の向上を図ることを目的として、

平成２５年度武蔵村山市協働事業提案制度実施事業報告会を開催しました。 

 地域における様々な課題の中には、市民や地域で活動されている団体だからこそ見えて

くるものもあると同時に、行政だけでは対応が困難な場合もあります。市政への市民参加

を促進し、市民による地域の課題、社会的課題の解決につなげ、暮らしやすい武蔵村山市

の実現のために、この「協働事業提案制度」は、引き続き重要な役割を果たしていくもの

と考えます。 

 結びに、本事業の評価に当たり、貴重な御意見をいただきました「武蔵村山市市民協働

推進会議」委員の皆様方に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   平成２６年６月 
 

武蔵村山市長  藤 野  勝  
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１ 協働事業提案制度の概要 

平成２３年度に創設された協働事業提案制度は、武蔵村山市内を主な活動範囲とする

特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治会その他の営利を目的とせず社会貢献活

動を行う団体（以下「市民活動団体」という。）の専門性や柔軟性等をいかした公益性の

高い事業の提案を募集することにより、提案した団体が市と協働して事業を実施するこ

とで、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の

解決につなげ、暮らしやすい地域社会の形成を目的とする制度です。 

本制度は、将来の協働型事業の実施を目指す市民活動団体の育成を目的とした「団体

育成型事業部門」と、事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経費負担

等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と協働で行う

「協働型事業部門」の２種類の事業について募集を行いました。  

「団体育成型事業部門」は、１事業当たり対象となる経費の３０万円を限度として、  

「協働型事業部門」は、１事業当たり対象となる経費の１００万円を限度として補助金

が交付されます。 

 

２ 募集から報告会までの経過 

平成２５年度武蔵村山市協働事業提案制度実施事業の流れは以下のとおりです。 

 

 【平成２４年度】●武蔵村山市協働事業提案制度の周知 

・市ホームページ及び市報に掲載、募集チラシの配布等 

     

 

●提案の募集 
・募集期間 平成２４年７月１７日(火)から同年８月１７日(金)まで 

           ・提案件数 ５件 

 

 

●市民協働推進会議の開催 

          ・提案事業の採択の適否を審査するため、市民協働推進会議を開催 

      第１回   書類選考 平成２４年９月３日（月） 

      第２～３回 二次審査 平成２４年１０月３日（水）、１１日（木） 

      第４回   最終選考（５事業を採択）平成２４年１０月２９日（月） 

 

 

【平成２５年度】●協働事業の実施 

  

  

 【平成２６年度】●実施事業報告会 平成２６年４月１７日（木）、２４日（木） 

 

 



 

 

３ 事業評価 

平成２６年度の実施事業報告会は、武蔵村山市協働事業提案制度実施事業報告会実施

要領（以下「実施要領」という。）に基づき行われました。 

実施団体は、武蔵村山市協働事業提案制度実施事業自己評価票に基づき自己評価を行

い、これに基づき事業報告を行いました。報告後、出席者（武蔵村山市市民協働推進会

議（以下「推進会議」という。）委員及び一般参加者）との質疑応答を行い、必要に応じ

て推進会議委員から助言を行いました。 

全団体報告終了後、推進会議において以下の評価項目により事業評価を行いました。 

 【評価項目】 

⑴ 事業目的       事業の目的はどこまで達成できたか。 

 

⑵ 事業内容       事業スケジュールに問題はなかったか。 

課題に対する事業の効果はどうだったか。 

設定した事業の効果は得られたか。 

              継続の可能性は高まったか。 

           効率的なコストで事業運営をしていたか。 

 

⑶ 協働という事業形態  事業の実施方法や手法はどうだったか。 

協働事業の役割分担はどうだったか。 

事業の実施体制はどうだったか。 

協働事業としての意義と必要性はどうか。 

単独で実施するより効率的・効果的に実施できたか。 

市民活動団体等の持つ特性を発揮できたか。 

事業に最もふさわしい協働形態が選択されたか。 

協働相手は妥当だったか。 

           事前の話合いを十分に行い、役割は明確になっていたか。 

事業の進捗状況などについて情報交換等意思疎通は十分だったか。 

課題の発生に、双方の立場から適切に対応したか。 

今後の課題と改善策を互いに話し合っていたか。 

協働の役割分担（対等な立場での協力関係）は適切だったか。 

 

⑷ 市民ニーズの充足   市民のニーズは適切に把握できていたか。 

              市民のニーズに応えられたか。 

 

⑸ 実施能力       事業を実施して、団体の実施能力は向上したか。 

 

⑹ その他        新たに気付いた課題は何か。 

事業実施を通して学んだことは何か。 

 



 

 

４ 平成２５年度実施事業の評価結果 

  

 ⑴ 個別事業ごとの評価 

平成２５年度実施事業の事業評価は、以下のとおりです。 

   実施事業の内容については、「５ 平成２５年度実施事業内容」を参照してください。 

 

事

業

番

号 

事

業 

部

門 

提 案 事 業 名 
事業評価による得点 

得点 a（満点 b）【得点率 a/b×100】 

提 案 団 体 名 事業目的 事業内容 事業形態 市民ニーズ 実施能力 合計 

１ 

 

団

体 

育

成 

子育てサポートプロジ

ェクト 
41 点 

(45点) 

【91.1%】 

204点 

(225点) 

【90.7%】 

238点 

(270点) 

【88.1%】 

78 点 

(90点) 

【86.7%】 

42 点 

(45点) 

【93.3%】 

603点 

(675点) 

【89.3%】 
いつひよファミリー～

with石田倫依 

主な意見等 

子どもやその家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、子育て環境の整備が課題となってい

る社会状況において、このような取組を実施することは非常に評価できる。事業内容についても、

全体的に良い印象を受けた。子育てに関する事業を幅広く展開し、経費を最小限に抑えて効率的

な運営を行うことができており、団体の事業推進に対する意気込みが感じられた。この事業は団

体育成型であるため、市側との連携・協働は義務付けられていないものの、市担当課と連携した

事業実施を心掛けていた。今後は、協働に向けてより円滑な連絡や情報交換を行っていくことが

望まれる。協働事業の意義と目的を理解し、協働型の事業として発展させるとともに、団体の更

なる成長を期待する。 

２ 

協 

働 

型 

ちびっ子名人育成プロ

ジェクト 
40 点 

(45点) 

【88.9%】 

189点 

(225点) 

【84.0%】 

477点 

(540点) 

【88.3%】 

77 点 

(90点) 

【85.6%】 

41 点 

(45点) 

【91.1%】 

824点 

(945点) 

【87.2%】 
特定非営利活動法人むさ

しむらやま子ども劇場 

主な意見等 

 団体と市担当課の役割分担が明確で連携体制が確立されており、協働事業としての事業形態が

しっかりしていた。２年目という事で、団体、市及び放課後子ども教室安全管理員の関係性が円

滑になり、市の事業である放課後子ども教室の中で本事業を実施することにより、異世代交流が

図られたことは評価できる。その一方で、遊びの技術力向上だけではなく、本来の目的である遊

びを通じた子どもの成長を検証するため、コミュニケーション能力の向上や世代間交流の促進な

どの効果がわかるよう、アンケート調査などを実施していくことが必要と言える。また、前年度

実施校への再訪問など、各学校での事業継続に向けた取組が望まれる。協働事業提案制度の対象

が３年間であることを見据え、４年目以降の継続について、資金の確保も含め、事業計画を構築

することが課題である。 

 



 

 

事

業

番

号 

事

業 

部

門 

提 案 事 業 名 
事業評価による得点 

得点 a（満点 b）【得点率 a/b×100】 

提 案 団 体 名 事業目的 事業内容 事業形態 市民ニーズ 実施能力 合計 

３ 

協 

働 

型 

みんなで挑戦 未来の

自分に自信と誇りを 
30 点 

(45点) 

【66.7%】 

144点 

(225点) 

【64.0%】 

376点 

(540点) 

【69.6%】 

59 点 

(90点) 

【65.6%】 

29 点 

(45点) 

【64.4%】 

638点 

(945点) 

【67.5%】 
公益社団法人立川青年

会議所 

主な意見等 

「ギネスに挑戦」という大きな目標に対し、達成度が見えなかった。一年でギネス記録に挑戦

するという計画自体に無理があり、中長期的な視点に立って段階的にレベルアップを図り、最終

的にギネス記録に挑戦すべきだったと言える。全校実施を目指したが、結果的に挑戦できたのは

３校のみであったことも残念である。事後アンケートにより、子どもたちが楽しんだことはうか

がえるが、大切なのは本事業を実施したことによる子どもの成長と持続的なまちづくりへの寄与

であり、その効果が見えない。 ギネス記録という目標に挑戦することで子どもに夢を与えること

はできるが、ギネスに係る経費が膨大であり、費用対効果が低い。また、毎年交代して就任する

リーダーが思いたった事業を単発的に行うことの繰り返しで、継続性に欠けていることから、協

働事業の意義を理解し、団体として将来を見据えた事業計画をしっかり立て、事業の目的と継続

する姿勢を明確にするべきである。 

４ 

団

体 

育

成 

小学生への花育と豊か

な環境作り 
42 点 

(50点) 

【84.0%】 

216点 

(250点) 

【86.4%】 

260点 

(300点) 

【86.7%】 

82 点 

(100点) 

【82.0%】 

47 点 

(50点) 

【94.0%】 

647点 

(750点) 

【86.3%】 
グラシオス プラント

パートナー 

主な意見等 

 前年度に引き続き団体育成型での採択であったが、前年度の反省を踏まえ、花の咲く時期や期

間等を考慮しながら事業を実施するなど、成長が感じられた。また、子どもたちに花を持ち帰ら

せることで家庭を巻き込むなど、事業内容が充実したことは評価できる。その一方で、今後の展

望について具体性がないので、事業継続に向けて、将来を見据えた事業計画を立てる必要がある。

また、今後協働事業として継続していくためには、教育委員会と連携し、前年度実施校への再訪

問や、地域・家庭と連携した事業実施などが必要と言える。目的に沿った事業を展開することで、

より事業内容を充実させるとともに、教育委員会と密接に連携を取り、協働事業として成長し、

事業が長く継続することを期待する。 

 

 



 

 

事

業

番

号 

事

業 

部

門 

提 案 事 業 名 
事業評価による得点 

得点 a（満点 b）【得点率 a/b×100】 

提 案 団 体 名 事業目的 事業内容 事業形態 市民ニーズ 実施能力 合計 

５ 

協 

働 

型 

小学生の為の朗読体験

教室 
45 点 

(50点) 

【90.0%】 

181点 

(250点) 

【72.4%】 

503点 

(600点) 

【83.8%】 

82 点 

(100点) 

【82.0%】 

36 点 

(50点) 

【72.0%】 

847点 

(1050 点) 

【80.7%】 
朗読グループ いるか

会 

主な意見等 

 ゲームが普及する現代社会において、子どもたちに朗読の楽しさを教え、それが伝わったこと

は非常に評価できる。子ども達の感想文を見ると、とても好評であり、事業の目的を果たせてい

る。本事業は、一人の講師に頼って実施したため、講師の都合により事業を継続できないのは非

常に残念である。団体のメンバー自身が自らの「朗読力」に自信を持って各学校を訪問して朗読

体験事業を実施するなど、講師に依存することなく主体的に事業を進めていくべきと言える。教

育委員会との連携も取れており、協働事業として継続していくことができるよう、団体が活動を

活発に行い、先を見据えて事業を展開することを望む。 

 

 
 ⑵ 実施事業全体の評価 

   協働事業提案制度を創設してから３年が経過し、２回目の実施事業報告会となった

が、前年度から継続している事業については、１回目の反省を踏まえ、内容を充実さ

せて事業を行うなど、課題解決に向けた取組が見えた。また、協働事業を理解し、市

担当課と連携を密接に取るよう努力している印象を受けた。一方で、事業開始から３

年目を迎えるに当たり、本制度の補助が３年間であることを考慮し、新たな資金の確

保や事業計画の見直しなど、事業の継続を前提とした具体的な計画を立てる必要があ

る。 

   平成２５年度に初めて事業を実施した団体については、市と協働で事業を実施する

ことに戸惑いも感じられたことと思う。協働事業を理解し、団体自体が事業を継続す

る体力をつけ、目標をもって継続的に事業を実施していただきたい。 

今回実施した事業の中には、継続性の見られないものもあり、非常に残念であった。

協働事業の意義を理解し、将来を見据え、目的を明確にした上で事業の継続を前提と

した事業計画を立てていただきたい。市と団体の連携を更に推進し、本制度の目的を

果たせるよう事業が発展することを望む。 

 

 

 



 

 

５ 平成２５年度実施事業内容 
 

  提案団体から提出された協働事業結果報告書は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)  子育てサポートプロジェクト     ････････７ 

      提案団体：いつひよファミリー～with 石田倫依 

 

 

(２)  ちびっ子名人育成プロジェクト          ･･････１４ 

      提案団体：特定非営利活動法人 むさしむらやま子ども劇場 

 

 

(３)  みんなで挑戦 未来の自分に自信と誇りを････２３ 

      提案団体：公益社団法人 立川青年会議所 

 

(４)  小学生への花育と豊かな環境作り   ･･････３１ 

      提案団体：グラシオス プラント パートナー   

 

(５)  小学生の為の朗読体験教室       ･･････３７ 

      提案団体：朗読グループ いるか会 
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資料１ 

 

〇武蔵村山市市民協働推進会議要綱  

                                         

平成23年８月３日訓令（乙）第120号 

改正 平成24年３月27日訓令乙第21号 

改正 平成26年４月７日訓令乙第42号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱（平成23年武蔵村山市訓令（乙）第119

号）第15条第３項の規定に基づき、武蔵村山市市民協働推進会議（以下「推進会議」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 次に掲げるところにより市長が委嘱する者 

ア 識見を有する者 

イ 市民活動団体関係者 

ウ 社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会の代表者又は職員 

エ 武蔵村山市商工会の代表者又は職員 

オ 公募による市民（武蔵村山市内に住所を有し、又は武蔵村山市内に通勤し、若しくは通学

する者をいう。） 

(２) 生活環境部長及び企画財務部長の職にある者 

（座長等） 

第３条 推進会議に、座長及び副座長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進会議の会議は、座長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところに

よる。 

（任期） 

第５条 第２条第２項第１号の規定により市長が委嘱する委員の任期は、２年とする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、生活環境部協働推進課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮

って定める。 



附 則（平成24年３月27日訓令（乙）第21号） 

附 則（平成26年４月７日訓令（乙）第42号） 

 

この要綱は、平成26年４月７日から施行する。 

 



 

資料２ 

 

○武蔵村山市市民協働推進会議委員名簿（敬称略）（平成26年1月16日委嘱、市職員は任命） 
 

氏   名 選  出  区  分 備   考 

渡 辺  龍 也 
会議要綱第 2条第 2項第 1号ア 

識見を有する者 
東京経済大学現代法学部教授 

鴻 田  臣 代 
会議要綱第 2条第 2項第 1号ア 

識見を有する者 
武蔵村山 NPOネットワーク 

瀬 口  圭 志 
会議要綱第 2条第 2項第 1号イ 

市民活動団体関係者 
武蔵村山市村山道下自治会役員 

比 留 間  英 世 

会議要綱第 2条第 2項第 1号ウ 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会の代表

者又は職員 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会

事務局長（平成 26年 1月 16日

から平成 26年 3月 31日まで） 

中 村  政 義 

会議要綱第 2条第 2項第 1号ウ 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会の代表

者又は職員 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会

事務局長（平成 26年 4月 1日か

ら） 

高 橋  茂 明 
会議要綱第 2条第 2項第 1号エ 

武蔵村山市商工会の代表者又は職員 
武蔵村山市商工会事務局長 

北 口  良 夫 
会議要綱第 2条第 2項第 1号オ 

公募による市民 
公募による市民 

本 間  由 美 子 
会議要綱第 2条第 2項第 1号オ 

公募による市民 
公募による市民 

前 田  啓 子 
会議要綱第 2条第 2項第 1号オ 

公募による市民 
公募による市民 

山 田  行 雄 
会議要綱第 2条第 2項第 2号 

生活環境部長の職にある者 
生活環境部長 

比 留 間  毅 浩 
会議要綱第 2条第 2項第 2号 

企画財務部長の職にある者 

企画財務部財政担当部長（平成

26年 1月 16日から平成 26年 3

月 31日まで） 

企画財務部長（平成 26年 4月 1

日から） 

 

 

 

 

 

 
 



 

資料３ 

 

〇武蔵村山市協働事業提案制度における提案事業審査要領 

（平成２６年１月１６日市民協働推進会議決定） 

 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９

号。以下「実施要綱」という。)第５条の規定に基づく提案について、実施要綱第６条第２項の

規定により市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)が当該提案事業の採択の適否の審査を

するに際し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 審査委員 

審査委員は、推進会議の委員とする。 

３ 審査の通則 

  審査は、提案団体から提出された応募書類、応募書類に基づく提案団体からのプレゼンテーシ

ョン及びこれに伴う質疑の結果を踏まえて審査する。 

４ 審査の方法 

  審査は第一次審査及び第二次審査により行い、第二次審査対象事業及び採択すべき事業の順位

を決定する。また、第二次審査対象事業又は採択すべき事業において、点数が同点の事業がある

場合には、出席した委員の投票により順位を決し、得票数が同数のときは、座長の決するところ

による。 

 ⑴ 第一次審査 

  ア 審査の通則 

    選考は、提案団体から提出された応募書類（以下「応募書類」という。）のうち、氏名、

住所、年齢その他個人及び提案団体を特定する事項を秘匿した上で、応募書類について審査

する。 

  イ 審査基準及び方法 

    審査は、応募書類について審査委員が別表に掲げる審査基準(以下「審査基準」という。)

により５点満点で評価する。 

  ウ 第二次審査対象事業の選定 

    応募書類について各審査委員が評価した点数を集計し、合計点数が満点合計の５割以上の

事業であり、上位１０団体を目安に第二次審査を実施する提案事業として選定する。 

    ただし、５割未満の事業であっても、審査委員の過半数が推薦する事業については、第二

次審査対象事業とすることができる。 

  エ 選定結果の通知 

    推進会議は、前項の規定による選定の結果について、提案団体に通知するものとする。 

 ⑵ 第二次審査 

  ア 審査の通則 

    第一次審査により選定された提案事業について審査する。 

  イ 審査方法 

    市民協働推進会議において行う応募書類に基づく提案団体からの公開プレゼンテーショ

ン及びこれに伴う質疑応答によって行う。 



  ウ プレゼンテーションを行う者 

   (ｱ) プレゼンテーションを行う者は、書類選定事業の提案団体の代表者又はその関係者と

する。 

(ｲ) 書類選定事業が複数の団体により共同して提案されたものであるときは、当該提案団

体の間で、前号によるプレゼンテーションを行う者を調整するものとする。 

エ プレゼンテーションの内容 

    プレゼンテーションは、実施要綱第５条第１項各号に掲げる書類の内容に関する説明を行

うものとし、第一次審査選定事業と関連性のないもの及び他の事業などに対する賛否を表明

することはできない。 

オ プレゼンテーションの方法等 

    (ｱ) プレゼンテーションは、事業ごとに行うものとする。 

(ｲ) プレゼンテーションごとに当該説明に対する審査委員の質疑を行うものとする。 

(ｳ) プレゼンテーションの順序は、原則として実施要綱第５条第１項の規定による提案の

受付順とする。 

    (ｴ) プレゼンテーションの時間は、一事業当たり２０分以内とする。 

(ｵ) プレゼンテーションの開催時には、実施要綱第５条第１項第１号から第４号までの事

業提案に係る書類及びプレゼンテーションを行う者が用意した資料を、傍聴のための来

場者に配布する。 

カ 審査基準 

    審査は、別表に掲げる審査基準により、審査委員が５点満点で評価する。 

キ 採択すべき事業 

前項審査基準により、各審査委員が評価した点数を集計し、各審査委員の合計点数が満点

合計の６割以上の事業とする。ただし、６割未満の事業であっても、審査委員の過半数が推

薦する事業については、採択すべき事業とすることができる。 

ク 審査結果  

(ｱ) 審査結果には、採択又は不採択についての理由を付するものとする。 

(ｲ) 採択に当たっての条件を付すことができるものとする。 

(ｳ) 審査結果の公表に当たっては、採択順位を付するものとする。 

  ケ 審査結果の通知 

    推進会議は、前項の規定による審査の結果について、提案団体に通知するものとす 

る。 

５ 委任 

前各項に定めるもののほか、武蔵村山市協働事業提案制度に基づく提案事業の審査につ 

いて必要な事項は、推進会議の座長が推進会議に諮って定める。 

６ その他 

武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の書類選考要領（平成２５年９月１２日市民協働推進

会議決定は、廃止する。 

 

 

 



 

（別表） 

「◎」は協働型事業及び団体育成型事業の共通の審査基準とし、「◆」は協働型事業のみの審

査基準とします。 

 

審 査 項 目 審 査 基 準 配 点 基 準 

協 

働 

の 

必 

要 

性 

地域課題・社

会的課題 

【必要性】 

◎ 提案内容は、地域課題、社会的課題等の 

市民ニーズを捉えているか。 

充分に捉えている   ５点 

おおむね捉えている  ４点 

普通である      ３点 

あまり捉えていない  ２点 

全く捉えていない   １点 

課題解決の

手法・形態 

【協働の手法・形態】 

◎ 課題解決の手法は、妥当性、先駆性、独

創性等があるか。 

◆ 課題解決のために協働という手法が必

要とされているか。 

◎ 課題解決に向け、地域等との必要な連携

が図られているか。 

充分に備えている   ５点 

おおむね備えている  ４点 

普通である      ３点 

あまり備えていない  ２点 

全く備えていない   １点 

役割分担等 

【役割分担等の妥当性】 

◆ 提案団体と市との役割分担が明確かつ

妥当なものであるか。 

◎ 行政のノウハウの活用など、多様な役割

が引き出されているか。 

充分に妥当性がある  ５点 

おおむね妥当性がある  ４点 

普通である      ３点 

あまり妥当性はない  ２点 

全く妥当性はない   １点 

事 業 効 果 

【相乗効果】 

◆ 提案団体と市が協働することにより事

業をより効果的（お互いを補完したり、お

互いの特性を発揮したりすることにより、

効果的な実施が可能となることなど）に行

うことが期待できるか。 

充分に期待できる   ５点 

おおむね期待できる  ４点 

普通である      ３点 

あまり期待できない  ２点 

全く期待できない   １点 

【市民満足度】 

◎ 市民の満足度が高まり、具体的な効果・

成果（質の高い又は多様なサービス等を受

けることができることなど）が期待できる

か。 

充分に期待できる   ５点 

おおむね期待できる  ４点 

普通である      ３点 

あまり期待できない  ２点 

全く期待できない   １点 

 

 

 

 

 

企 画 力 

【団体の企画力】 

◎ 地域課題を効果的・効率的に解決する事

業企画となっているか。 

充分に感じられる   ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である      ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない   １点 



事 

業 

の 

実 

現 

性 

実 現 性 

【計画の実現性】 

◎ 計画どおりに実施が可能であるか。 

◎ 地域住民等の理解を得られているか。 

◎ 法的な問題等により実現が困難となっ

ていないか。 

充分に実現性がある  ５点 

おおむね実現性がある  ４点 

普通である      ３点 

あまり実現性はない  ２点 

全く実現性はない   １点 

実 施 能 力 

【団体の実施能力】 

◎ 提案団体は、当該事業を実施する上での

専門的な知識や経験を有し、提案する事業

が実施可能であるか。 

充分に感じられる   ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である      ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない   １点 

継 続 能 力 

【団体の継続能力】 

◎ 提案した事業を継続するために、組織の

成長・自立を考えた中・長期的なスケジュ

ールとなっているか。 

◎ 計画を継続して実現するために自ら資

金や人材の確保に努めているか。 

充分に感じられる   ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である      ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない   １点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料４ 

 

〇武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱 

 

平成 23 年 8 月 3 日訓令 (乙 )第 119 号 

改正 平成 24 年 3 月 27 日訓令 (乙 )第 21 号 

改正 平成 25 年 3 月 15 日訓令 (乙 )第 7 号 

改正 平成 25 年 6 月 14 日訓令 (乙 )第 107 号 

改正 平 成 2 6 年 3 月 3 日 訓 令 (乙 )第 8 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体から提案のあった協働事業の実施に関し必要な手続等を定める

ことにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解

決につなげ、もって暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民活動団体」とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治

会その他の自主的に社会貢献活動（当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。）

を行う団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(１) 武蔵村山市内を主な活動範囲としていること。 

(２) 運営及び会計処理（予算及び決算を含む。）が引き続き１年以上適切に行われていること。 

(３) 定款、規約、会則等を有し、かつ、会員名簿を備えていること。 

(４) ５人以上の者で組織されていること。 

(５) 次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

の 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同

じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を

推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にあるもの 



カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及

び第８条に規定する処分を受けているもの又はその構成員の統制の下にあるもの 

２ この要綱において「協働事業」とは、協働型事業及び団体育成型事業であって、この要綱に定

めるところにより武蔵村山市（以下「市」という。）から補助金の交付を受けて行うものをいう。 

３ この要綱において「協働型事業」とは、市民活動団体がその専門性、柔軟性等をいかして実施

する公益性の高い事業であって、当該事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経

費負担等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図るも

のをいう。 

４ この要綱において「団体育成型事業」とは、協働型事業の実施を目指す市民活動団体の企画力

及び事業遂行能力の向上に資する公益性の高い事業であって、市民活動団体が単独で企画し、及

び実施するものをいう。 

（協働事業の提案） 

第３条 市民活動団体は、市長に対して、協働事業の実施について提案することができる。ただし、

一の年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。以下同じ。）において二以上の協働事業を

実施することとなる提案をすることはできない。 

２ 協働事業の実施についての提案は、市長が行う公募に応じて行わなければならない。 

３ 協働事業としてその実施について提案することができる事業は、第１号から第３号まで（当該

事業が単年度で完結する事業であるときは、第１号から第４号まで）のいずれにも該当する事業

であって、かつ、第５号から第８号までのいずれかに該当するものとする。この場合において、

当該協働事業が複数の年度にわたり実施するものであるときは、前項の公募の対象となる年度に

係るものとして提案しなければならない。 

(１) 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業 

(２) 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業 

(３) 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業 

(４) 継続して複数回実施することが見込める事業 

(５) 市民の地域活動への参画が促進される事業 

(６) 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期

待できる事業 

(７) 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業 

(８) 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、同項の規定による提案の対



象としない。 

(１) 現に協働事業として三の年度にわたって実施された事業と同一と認められる事業（同一の

市民活動団体が実施したものに限る。） 

(２) 営利のみを目的とした事業 

(３) 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業 

(４) 学術的な研究のみを目的とした事業 

(５) 調査のみを目的とした事業 

(６) 武蔵村山市内の特定の地域住民だけによる事業 

(７) 交流又は親睦のみを目的とした事業 

(８) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

(９) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 

（事業の公募） 

第４条 市長は、協働事業の実施についての提案を募集しようとするときは、あらかじめ、公募の

期間、選考審査の基準その他公募に必要な事項を規定した募集要項（以下単に「募集要項」とい

う。）を定め、これを公表しなければならない。 

（提案の手続） 

第５条 協働事業の実施についての提案は、募集要項に定める期日までに、次に掲げる書類を市長

に提出してしなければならない。 

(１) 協働事業提案制度提案書（第１号様式） 

(２) 協働事業提案制度企画書（第２号様式） 

(３) 協働事業提案制度収支予算書（第３号様式） 

(４) 提案団体概要書（第４号様式） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、募集要項に定める書類 

２ 前項の規定により提案をしようとする協働事業が協働型事業であるときは、当該提案をしよう

とする市民活動団体は、当該協働型事業を実施する上での課題等について、募集要項に定める期

日までに、当該協働型事業についての市の担当課（以下「担当課」という。）に事前調整を申し

出なければならない。 

３ 担当課は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なくこれに応ずるものとし、市民活動

団体及び担当課は、当該事前調整において、対等な立場で協議し、協働事業を実施する上での課

題等の解決を図るよう努めるとともに、生活環境部協働推進課長にその経過を報告するものとす

る。 



４ 生活環境部協働推進課長は、前項の規定による協議の進行について必要な支援を行うものとす

る。 

（採択の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による提案があったときは、第15条第１項の規定により置く武蔵村山

市市民協働推進会議（同項を除き、以下「推進会議」という。）の意見を聴いた上で、当該提案

に係る協働事業を採択するかどうかを決定するものとする。 

２ 推進会議は、前項の規定による求めがあったときは、前条第１項の規定により提出された書類

の審査及び次項の規定による説明の聴取の結果を踏まえ、当該提案に係る協働事業の採択の適否

について、市長に報告するものとする。 

３ 推進会議は、前条の規定による提案をした団体（以下「提案団体」という。）の代表者、その

関係者又は担当課の職員を会議に出席させて、説明を聴取することができる。この場合において、

当該説明の聴取及びこれに伴う質疑は、原則として公開するものとする。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による決定をしたときは、協働事業採択（不採択）通知書（第

５号様式）により、提案団体に通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第８条 市長は、提案団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第６条第１項の規定

による採択の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

(２) 市民活動団体に該当しなくなったとき。 

(３) その他協働事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）として市長が適当でないと

認めたとき。 

（事業の実施時期） 

第９条 実施団体は、第６条の規定により採択することに決定された協働事業の実施に関し市にお

いて新たに予算措置を講ずる必要がある場合においては、市が必要な予算措置を講じた後でなけ

れば、当該協働事業を実施してはならない。 

（予算措置） 

第10条 協働事業の実施に関し必要な予算は、当該協働事業が協働型事業であるときは当該協働事

業の担当課が、当該協働事業が団体育成型事業であるときは生活環境部協働推進課が、それぞれ

計上するものとする。 

（補助金の交付） 



第11条 市長は、別に定めるところにより、実施団体に対し、当該協働事業の実施に関する経費の

補助として、次の各号に掲げる協働事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、補助

金を交付するものとする。 

(１) 協働型事業 800,000円 

(２) 団体育成型事業 250,000円 

（事業報告） 

第12条 実施団体は、当該年度における協働事業の実施が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 協働事業提案制度事業結果報告書（第６号様式） 

(２) 協働事業自己評価書（第７号様式） 

(３) 協働事業提案制度収支決算書（第８号様式） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による報告があったときは、推進会議に事業報告会の開催を求めるものと

する。 

３ 推進会議は、前項の規定による求めがあったときは、公開による事業報告会を開催しなければ

ならない。 

４ 推進会議は、前項の事業報告会を開催する場合において必要があるときは、実施団体の代表者、

その関係者又は担当課の職員を会議に出席させて説明を求めることができる。 

（事業の評価） 

第13条 市長は、前条の規定による報告及び事業報告会が終了したときは、当該報告及び事業報告

会における参加者の意見を踏まえ、当該報告に係る協働事業の評価を行うものとする。 

２ 市長は、前項の評価を行うに当たっては、あらかじめ推進会議の意見を聴くものとする。 

３ 推進会議は、前項の規定による求めがあった場合において必要があるときは、実施団体の代表

者、その関係者又は担当課の職員を会議に出席させて、説明を求めることができる。 

４ 市長は、第１項の規定により評価を行ったときは、協働事業評価書（第９号様式）を実施団体

に交付するものとする。 

（公表） 

第14条 市長は、毎年度、前年度に実施された実施事業の内容及び実施状況、前条の規定による評

価の結果等を公表するものとする。 

（推進会議の設置） 

第15条 第６条第１項、第12条第２項及び第13条第２項の規定による求めに応じて協議する機関と



して、武蔵村山市市民協働推進会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、推進会議は、市長の求めに応じ市民協働の推進に関し必要な事項

を協議して、その結果を市長に報告するものとする。 

３ この要綱に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱の廃止） 

武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱（平成21年武蔵村山市訓令（乙）第91号）は、廃止する。 

附 則（平成24年３月27日訓令（乙）第21号） 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月15日訓令（乙）第７号） 

この要綱は、平成25年３月15日から施行する。 

附 則（平成25年６月14日訓令（乙）第107号） 

この要綱は、平成25年６月14日から施行する。 

附 則（平成26年３月３日訓令（乙）第８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年３月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱第11条の規定は、平成26年４月

１日以後に採択の決定を行った協働事業について適用する。 

 

 

様式 －略－ 

 

 

 



                    資料５ 

 

平成２５年度武蔵村山市協働事業提案制度実施事業報告会実施要領 

 

１ 開催目的 

協働事業の成果をこれからの協働に生かし協働の質を高めるとともに、協働事業の信頼性・透

明性の向上を図ることを目的に開催する。 

 

２ 開催日時 

平成２６年４月１７日（木）午後６時から 

平成２６年４月２４日（木）午後６時から 

 

３ 主  催 武蔵村山市市民協働推進会議（以下「推進会議」という。） 

 

４ 出 席 者 実施団体、協働所管課、推進会議委員及び一般参加者 

 

５ 事 務 局 生活環境部協働推進課 

 

６ 実施方法 

⑴ 実施団体及び所管課（協働型事業の場合に限る）は、武蔵村山市協働事業提案制度実施事業

自己評価票（達成度別の５段階評価及び評価の理由の記入）に基づき自己評価を行った上、 

協働推進課に提出し、市が報告会出席者に配布する。 

⑵ 実施団体及び協働所管課は、武蔵村山市協働事業提案制度実施事業自己評価票に基づき、事

業報告を行う。 

⑶ 報告会出席者との質疑応答を行い、推進会議は、適宜助言を行う。 

⑷ 実施団体、所管課及び一般参加者の退席後、推進会議で事業評価を行う。 

 

７ 評価項目 

⑴ 事業目的 

事業の目的はどこまで達成できたか。 

⑵ 事業内容 

 事業スケジュールに問題はなかったか。 

課題に対する事業の効果はどうだったか。 

設定した事業の効果は得られたか。 

    組織内部で事業を検証し、改善点等を話し合ったか。 

    継続の可能性は高まったか。 

 効率的なコストで事業運営はできたか。 

⑶ 協働という事業形態 

事業の実施方法や手法はどうだったか。 

協働事業の役割分担はどうだったか。 

事業の実施体制はどうだったか。 

協働事業としての意義と必要性はどうか。 



単独で実施するより効率的・効果的に実施できたか。 

市民活動団体等の持つ特性を発揮できたか。 

事業に最もふさわしい協働形態が選択されたか。 

協働相手は妥当だったか。 

 事前の話合いを十分に行い、役割は明確になっていたか。 

事業の進捗状況などについて情報交換など意思疎通は十分だったか。 

課題の発生に双方の立場から適切に対応したか。 

今後の課題と改善策を互いに話し合ったか。 

⑷ 市民ニーズの充足 

    市民のニーズは適切に把握できていたか。 

    市民のニーズに応えられたか。 

⑸ 実施能力 

    事業を実施して、団体の実施能力は向上したか。 

⑹ その他 

    事業実施を通して学んだことは何か。 

新たに気付いた課題は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成２５年度 

武蔵村山市協働事業提案制度 
実施事業評価報告書 

 

平成２６年６月 

武蔵村山市 




